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はじめに

　現在、ホワイトニングについては、歯科医療従事者はもちろんのこと、患者に
もその知識は広がっている。しかし、ホワイトニングが 「当たり前」 になってき
ているなかで、実際に医院で取り入れても、うまく効果を出すことができず、逆
に医院の信頼を損なうようなこともあると考えられる。
　また、特定商取引法（特商法）に関する政令が改正され、2017年12月1日よ
り施行された（表1）。本改正では、美容医療のなかで5種類の施術が追加され、
クーリングオフが可能となった。そのなかにホワイトニング（歯牙の漂白薬物等
の塗布による方法）が含まれている。すなわち、5万円以上でかつ1ヵ月以上の
ホワイトニング契約は契約者から通知があった場合、解約、返金しなければなら
ないような可能性もでてきた。そのような流れのなかで、歯科医師、歯科衛生士
には患者満足や信頼を獲得するために、ホワイトニングに関する知識をしっかり
ともち、実践する必要性がより高まったといえる。
　そこで本書では、日頃忙しい歯科医師、歯科衛生士の皆さんにホワイトニング
のポイントや勘所を楽しく、短時間で押さえられるよう「ホワイトニングの壁」
と「乗り越え方」を設定し、明確に問題を乗り越えていける構成とした。さらに、
より知識を深めるために「JUMP UP!」として、ホワイトニングの知識の裏付け
になるような話題をコラム的な読み物としてまとめている。
　本書が各医院でのホワイトニング臨床の一助となり、医院の活性化につながれ
ば幸いである。
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特定継続的役務提供に追加された美容医療契約
【概要】
●今般、消費者委員会からの答申を受け、消費者からの苦情相談の状況や役務の継続性などを
踏まえつつ、一定の美容医療契約を特定継続的役務提供に追加することとした。

●具体的には政令を改正し、政令別表第 2の項では、「人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体
型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行う
こと（美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る。）。」と規定し
ている。主務省令第 31条の 4では、以下の通り役務ごとに方法が規定されている。以下の方
法により行われる役務であって、1月超かつ 5万円超の契約が特定継続的役務提供の規制対象
となる（対象となるのは平成 29年 12月 1日以降に締結された契約）。

【主務省令規定事項】

役務内容 方法

●脱毛 ●光の照射又は針を通じて電気を流すことによる
方法（ex. レーザー脱毛）

●ニキビ、しみ、そばかす、ほくろ、
入れ墨その他の皮膚に付着している
ものの除去又は皮膚の活性化

●光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を
用いた刺激による方法（ex. ケミカルピーリン
グ）

●皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 ●薬剤の使用又は糸の挿入による方法（ex. ヒア
ルロン注射）

●脂肪の減少 ●光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を
用いた刺激による方法（ex. 脂肪溶解注射）

●歯牙の漂白 ●歯牙の漂白剤の塗布による方法（ex. ホワイト
ニングキッドを用いたホワイトニング）

消費者庁取引対策課資料より引用

表 1
特定商取引法（特商法）に関する政令が改正され、2017年 12月 1日より施行された




